
   長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す  

   る 条 例 施 行 規 則  

平 成 ２ ０ 年  ３ 月 ２ ５ 日  規 則 第  ３ 号  

平 成 ２ ２ 年  ７ 月  ６ 日  規 則 第  ８ 号  

 平 成 ２ ５ 年  ３ 月 ２ ７ 日  規 則 第  ５ 号  

 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ４ 日  規 則 第  ９ 号  

平 成 ２ ８ 年  ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第  ８ 号  

 平 成 ３ １ 年  ２ 月 ２ ８ 日  規 則 第  ２ 号  

令 和  ２ 年  ４ 月 ２ ８ 日  規 則 第 １ １ 号  

令 和  ３ 年  ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第  ４ 号  

令 和  ６ 年  ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第  ６ 号  

 令 和  ６ 年 １ １ 月 １ ３ 日  規 則 第  ９ 号  

最 終 改 正  令 和  ８ 年  ３ 月 ３ ０ 日  規 則 第  ３ 号  

 

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５

７ 年 法 律 第 ８ ０ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び 長 崎 県 後 期 高 齢

者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 広 域

連 合 条 例 第 １ １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 葬 祭 費 の 支 給 申 請 ）  

第 ２ 条  条 例 第 2 条 の 規 定 に よ る 葬 祭 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る

者 は 、 後 期 高 齢 者 医 療 葬 祭 費 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 葬

祭 執 行 の 事 実 を 証 明 す る 書 類 を 添 え て 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広



域 連 合 の 長 （ 以 下 「 広 域 連 合 長 」 と い う 。） に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 傷 病 手 当 金 の 支 給 申 請 ）  

第 ２ 条 の ２  条 例 附 則 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 傷 病 手 当 金 の 支 給 を 受

け よ う と す る 者 は 、 後 期 高 齢 者 医 療 傷 病 手 当 金 支 給 申 請 書 （ 被

保 険 者 記 入 用 ） （ 様 式 第 １ 号 の ２ ） 、 後 期 高 齢 者 医 療 傷 病 手 当

金 支 給 申 請 書 （ 事 業 主 記 入 用 ） （ 様 式 第 １ 号 の ３ ） 又 は 後 期 高

齢 者 医 療 傷 病 手 当 金 支 給 申 請 書 （ 医 療 機 関 記 入 用 ） （ 様 式 第 １

号 の ４ ） を 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 保 険 料 の 額 の 通 知 ）  

第 ３ 条  条 例 第 １ ８ 条 に 規 定 す る 通 知 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 額 決 定 通 知 書 又 は 後 期 高 齢 者 医 療 保

険 料 額 変 更 決 定 通 知 書 に よ り 行 う も の と す る 。  

 ⑴  被 保 険 者 氏 名  

 ⑵  被 保 険 者 番 号  

 ⑶  決 定 年 月 日  

 ⑷  決 定 理 由  

 ⑸  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料  

 ⑹  保 険 料 算 定 の 基 礎  

 ⑺  そ の 他 通 知 に 必 要 な 事 項  

２  条 例 第 １ ８ 条 に 規 定 す る 通 知 の う ち 、 特 別 徴 収 の 仮 徴 収 額 に

関 す る 通 知 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 後 期 高 齢 者 医 療 仮 徴

収 額 決 定 通 知 書 又 は 後 期 高 齢 者 医 療 仮 徴 収 額 変 更 決 定 通 知 書 に

よ り 行 う も の と す る 。  

⑴  被 保 険 者 氏 名  



 ⑵  被 保 険 者 番 号  

 ⑶  決 定 年 月 日  

 ⑷  決 定 理 由  

 ⑸  仮 徴 収 額  

 ⑹  そ の 他 通 知 に 必 要 な 事 項  

 （ 保 険 料 の 徴 収 猶 予 の 申 請 ）  

第 ４ 条  条 例 第 １ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、 後 期 高 齢 者 医

療 保 険 料 徴 収 猶 予 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） と す る 。  

 （ 保 険 料 の 徴 収 猶 予 の 適 用 除 外 ）  

第 ５ 条  被 保 険 者 又 は 連 帯 納 付 義 務 者 （ 法 第 １ ０ ８ 条 第 ２ 項 及 び

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 保 険 料 を 連 帯 し て 納 付 す る 者 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 条 例 第 ２ １ 条 に 規 定 す る 申 告 を 行 っ て い な い と き は 、

徴 収 猶 予 を 行 わ な い 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 に よ り 申 告 期 限 後 に

申 告 を 行 っ た と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

２  保 険 料 の 納 期 限 が 経 過 し た も の 、 又 は 既 に 納 付 さ れ て い る も

の は 、 徴 収 猶 予 を 行 わ な い 。  

 （ 保 険 料 の 徴 収 猶 予 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ６ 条  広 域 連 合 長 は 、 第 ４ 条 に 規 定 す る 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

徴 収 猶 予 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 そ の

結 果 を 通 知 す る も の と す る 。  

２  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 徴 収 猶 予 の 決 定 を 行 っ た と

き は 、 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 徴 収 猶 予 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）

に よ り 、 徴 収 猶 予 を し な い 決 定 を 行 っ た と き は 、 後 期 高 齢 者 医

療 保 険 料 徴 収 猶 予 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 申 請 者 に

通 知 す る も の と す る 。  



 （ 保 険 料 の 徴 収 猶 予 理 由 消 滅 の 申 告 ）  

第 ７ 条  条 例 第 １ ９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 申 告 は 、 後 期 高 齢 者 医 療

保 険 料 徴 収 猶 予 理 由 消 滅 申 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 行 う も の

と す る 。  

 （ 保 険 料 の 徴 収 猶 予 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  広 域 連 合 長 は 、 保 険 料 の 徴 収 猶 予 を 受 け た 被 保 険 者 又 は

連 帯 納 付 義 務 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 徴 収

猶 予 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  偽 り の 申 請 そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 保 険 料 の 徴 収 猶 予 を 受

け た と き 。  

 ⑵  資 力 の 回 復 そ の 他 の 事 情 の 変 更 に よ り 保 険 料 の 徴 収 猶 予 を

す る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き 。  

２  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 徴 収 猶 予 を 取 り 消 し た と き

は 、 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 徴 収 猶 予 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）

に よ り 当 該 被 保 険 者 又 は 連 帯 納 付 義 務 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 保 険 料 の 減 免 の 申 請 ）  

第 ９ 条  条 例 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、 後 期 高 齢 者 医

療 保 険 料 減 免 申 請 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） と す る 。  

 （ 保 険 料 の 減 免 の 適 用 除 外 ）  

第 １ ０ 条  被 保 険 者 又 は 連 帯 納 付 義 務 者 が 条 例 第 ２ １ 条 に 規 定 す

る 申 告 を 行 っ て い な い と き は 、 減 免 を 行 わ な い 。 た だ し 、 特 別

の 事 情 に よ り 申 告 期 限 後 に 申 告 を 行 っ た と き は 、 こ の 限 り で は

な い 。  

２  保 険 料 の 納 期 限 が 経 過 し た も の 、 又 は 既 に 納 付 さ れ て い る も

の は 、 減 免 を 行 わ な い 。 た だ し 、 広 域 連 合 長 が 特 に 必 要 と 認 め



る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 （ 保 険 料 の 減 免 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 １ １ 条  広 域 連 合 長 は 、 第 ９ 条 に 規 定 す る 後 期 高 齢 者 医 療 保 険

料 減 免 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 そ の 結

果 を 通 知 す る も の と す る 。  

２  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 減 免 の 決 定 を 行 っ た と き は 、

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 減 免 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 、

減 免 を し な い 決 定 を 行 っ た と き は 、 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 減 免

却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

３  保 険 料 の 減 免 期 間 が 翌 年 度 に わ た る 場 合 の 翌 年 度 の 保 険 料 の

減 免 の 可 否 決 定 は 、 翌 年 度 の 確 定 賦 課 に お け る 年 間 保 険 料 額 の

決 定 後 に 行 い 、 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 保 険 料 の 減 免 理 由 消 滅 の 申 告 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 ２ ０ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 申 告 は 、 後 期 高 齢 者 医

療 保 険 料 減 免 理 由 消 滅 申 告 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り 行 う も の

と す る 。  

 （ 保 険 料 の 減 免 の 取 消 し ）  

第 １ ３ 条  広 域 連 合 長 は 、 保 険 料 の 減 免 を 受 け た 被 保 険 者 又 は 連

帯 納 付 義 務 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 減 免 を

取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  偽 り の 申 請 そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 保 険 料 の 減 免 を 受 け た

と き 。  

 ⑵  資 力 の 回 復 そ の 他 の 事 情 の 変 更 に よ り 保 険 料 の 減 免 を す る

こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き 。  



２  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 減 免 を 取 り 消 し た と き は 、

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 減 免 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に よ り

当 該 被 保 険 者 又 は 連 帯 納 付 義 務 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 保 険 料 に 関 す る 申 告 ）  

第 １ ４ 条  条 例 第 ２ １ 条 に 規 定 す る 申 告 書 は 、 後 期 高 齢 者 医 療 簡

易 申 告 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ５ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 広 域 連 合

長 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 ６ 日 規 則 第 ８ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ７ 日 規 則 第 ５ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ４ 日 規 則 第 ９ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ８ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ８ 日 規 則 第 ２ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ３ 号 に つ い て は 、 平 成 ３ １ 年

度 以 降 の 保 険 料 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ３ ０ 年 度 分 ま で の 保 険 料



に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日 規 則 第 １ １ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ４ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ６ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ３ 日 規 則 第 ９ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ ０ 日 規 則 第 ３ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 様 式 第 ８ 号 及 び 様 式 第 １ １ 号 に つ い て は 、 令 和 ８ 年

度 以 降 の 保 険 料 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ７ 年 度 分 ま で の 保 険 料 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


